
家計基準を証明する書類について 

― 令和８年度 日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（協定派遣）― 

 

 日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（協定派遣）の奨学金採用者のうち、下記の家計

基準を満たす場合には、支給渡航支援金（１６万円）が支給されます。該当する場合は、「家計基

準を証明する書類」として、下記に記載の申請書類を用意し、提出してください。なお、回答状況

に応じて追加で書類提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。 

   

   ［家計基準］ 

生計維持者の所得金額（父母共働きの場合は、父母の合算額）が次の金額である者。 

世帯区分 支給基準 

給与所得のみの世帯 年間収入金額（税込）が 300 万円以下 

給与所得以外の所得を含む世帯 給与所得以外の所得を含む世帯 年間所得金額

（必要経費等控除後）が 200 万円以下 

※年金のうち、老齢年金は収入に含みます。遺族年金、障害年金は含みません。 

※養育費は収入に含みません。 

 

１ 申請書類  

(1) 生計維持者申告書（様式Ｒ）（※添付ファイルをダウンロードして使用すること） 

※大学院生で独立生計の場合は、「生計維持者申告書（様式Ｒ）」及び「生計維持者申告書（様

式Ｒ-２）」の両方を提出してください。 

 

(2) 市区町村役場発行の所得・課税（非課税）証明書 

※市区町村によって証明書の名称が異なります。「写し」の提出で構いません 

※2026年度証明書の発行が間に合わない場合は、2025年度証明書の提出で構いません。 

 ※「生計維持者申告書（様式Ｒ）」の「1.保護者又は世帯の構成」で回答した内容に応じて、

提出が必要な証明書を、次ページの表「●必要書類●」にて確認してください。 

 

(3)事実確認等が関係できる書類 

※「生計維持者申告書（様式Ｒ）」の「1.保護者又は世帯の構成」で回答した内容に応じて、

提出が必要な書類を、次ページの表「●必要書類●」にて確認してください。 

※写しで構いません。 

  

＜注意事項＞ 

「生計維持者」とは、原則として父母双方（父母ともにいない場合は代わって生計を維持している

主たる人）となります。 

ただし、大学院生で独立生計の場合は、次ページの表「●必要書類●」の「Ⅴ その他（独立生

計等）」で必要書類を確認してください。 

 



【参考】JASSOホームページ 海外留学支援制度（協定派遣） 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/haken/index.html 

 

 

●必要書類● 

 

 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/haken/index.html


 

 



 

 

 

 

 

 

２ 申請方法 

  提出期限：2026年 4月 22日(水)  

提出方法：提出期限までに Microsoft Formsに必要事項を回答するとともに、必要書類をアッ

プロードしてください。 

 

３ 問い合わせ先 

  横浜市立大学グローバル推進室   

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2  

TEL：045-787-2027  

e-mailアドレス：outbnd02@yokohama-cu.ac.jp   

 

 


